
'

人
閣
議

〃
内
閣
官
房
長
官
、
剖
。
刷
尚

内
閣
総
理
大
臣
“
畠
官
一
房
副
長
官
が
侭

司
１
１
１
１
１
咽
Ｉ
Ｊ

ぬ

河
野
国
務
大
臣
典
大
河
原
国
務
大
臣
野
坂
国
務
大
臣

溢

煎
Ⅲ
鬮
務
大
臣
土
橋
本
鬮
務
杳
“
巾
倒
務
大
原

尋

武
村
国
務
大
陥
罪
”
Ⅲ
皿
附
ハ
｝
升
国
務
大
臣
五
十
嵐
国
務
大
臣

牡

武

村

国
務
大
Ｍ
蝉
魎
Ⅲ
咽
冊
祇
一

j-|

且

国
務
大
臣

野
中
国
務
大
臣

五
十
嵐
国
務
大
匿

与
謝
野

与
謝
野

国
務
大
臣

国
務
大
臣

丼

検
事
長
に
任
命
す
る

｡

出
ノ

Ｊ
１
／

不
一

国
務
大
臣

国
務
大
臣

渓

五
九
号

起案

平
成

七
年
七

出本

過

国
務
大
臣

国
務
大
匡
螺

〃
二

七

Ｆ
黙
降
町
」
ｌ
年
月
日

識

幽

房
長
官

平
成
十

平
成

例
″
一
一
田
中

而
十
嵐
国
務
査
歩
一
臓
沢

小小

検
事
緒
方
重
威

同
山
口
悠
介

同

山

口

悠

介

里津 年年

．{・

l1月
二

／、

日 ll

上
皇
塗

国
務
大
宮
下
国
務
大
臣

蝋
・
山
口
国
務
大
闇

陸

国
務
人
臣

〃
言
。
村

劫
例
″
一
田
中

歩
臓
沢

金
臓
沢

沖

●二

仁才

I可

村

施
行

内
閣
参
事
官

平
成
七
年

平
成
年

〃

国務
国
務
大
臣

国
務
大
臣

七
フ
ー
‐
ユ
ユ 月 |’月

一

日鬘 海
f b

l|-l I
雨
ー凶

、 、

閣
人事記録済
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法務省人任1730号

平成7年7月24日

内閣総理大臣 殿

法 務 大

下記のとおり人事異動を実施したい内議がありますので，閣議の上，発

令願います。

なお，本件は，平成7年7月30日限り定年退官予定の東京高等検察庁

検事長根來泰周の後任に大阪高等検察庁検事長土肥孝治を， その後任に仙

台高等検察庁検事長増井清彦を， その後任に公安調査庁長官緒方重威を，

また，本年6月21日付けで退官し欠員となっている札幌高等検察庁検事

長に最高検察庁刑事部長山口悠介をそれぞれ充てようとするものでありま

す。

記

最高検察庁検事

公安調査庁長官検事緒方重威

検事長に任命する

一級に叙する

』

最高検察庁刑事部長検事山口悠介

検事長に任命する

一級に叙する

(平成7年7月31日付け）

法務省



田 ’ 法 務 省

謡’

川
生
地

本
籍
本
籍

現
住
所年一

一
一
一
一
一
一
一
一
一

三
八’四○

四

二

三

ﾉノ ノノ/／ノノ ノノ

一
○
二
○
｜
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

月
四 四ノノ〃

'五二
五
一
束
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃
一
東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

二
五
一
東
一
鼎
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
免
ず
る

七’一八

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
採
用
す
る

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

一
旧
氏
名

氏
名
一
鐸

出
生
年
月
日
一
昭
和
九
年

昭

和

九
年

項

一

方鴬司
法
試
験
管
理
委
員
会

法
務
省

画
取

庁

Ｊ

喜
一
ｐ

Ｐ
Ｔ
Ⅱ
８

.→凡.､

ノ､

.→凡.､

ノ､

月月

〃 ノノ′ノ 〃 〃 〃

し
げ
た
け

重
威

裁
判
所

四
日
四
日

名

u



法 務 省2丁

昭
和
四
四

年
四
五

四
七

五
○=|垂五

四
〃〃

〃

月
一
日

八八
ふ

一
一
一
一
一
一

〃

王
三
一
二
六
一
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃

一

〃

一
一
一
一
一

一
五
一
札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一
五
一
札
幌
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

七 〃〃

一

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
○
年
四
月
一
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
八
日
ま
で
と
す
る

西
ド
イ
ツ
、

オ
ラ
ン
ダ
、

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、

１
１

連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

事

項

緒
方
重
威

一

東
京
高
等
検
察
庁

法
務
省

庁

〃〃ﾉノ〃 ′〃
〃 I 〃〃〃

名
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二
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一
一
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凸 ・詞

〃

一！'

四 ■〃

声

〃

一一一一1声

〃

ニ
ハ
ー
ニ

弓r

一
一
一

《
ハ

一

－1

四

〃

〃

五
九

一
一

五
八

三

〃

〃

〃

八

昭
和
五
五

一
一
一

年

月

一
一
一

一

一 一

七 〃
二 与

凸一 一一

〃

一
一
一 五■ 〃 〃 一一 七 〃

＝

○

二

五
。 目■

〃

■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■

一 一一一

－■宅■

一

一 ・一一▲

打
一一一

1

日

－~－1

第
一
二
九
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
ろ

第
一
二
八
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
免
ず
る

公
安
調
査
庁
長
官
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
官
を
免
ず
る

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

公
安
調
査
庁
総
務
部
長
に
充
て
る

公
安
調
査
官
を
命
ず
る

公
安
調
査
庁
調
査
第
二
部
長
に
充
て
る

法
務
大
臣
官
房
営
繕
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
営
繕
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ｑ
申

法
務
大
臣
官
房
営
繕
課
長
に
充
て
る

事

項

〃 内
閣

〃 〃 〃 〃 〃 〃

公
安
調
査
庁

法
務
省

〃 ﾉノ

公
安
調
査
庁

〃 〃 〃
法
務
省

庁

名

3丁

一
ハ

ﾉノ

－－ －－ ▲ 九

緒
方
重
威
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法 務 省

七 〃

平
成
六
年

一

一一

○ 八
月

二 一

二 一

○ 五

= ▲

一
一

一

日

第
一
三
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
三
一
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
六
年
九
月
八
日
か
ら
同
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

ア
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
オ
ー
ス
ト
リ

事
項

〃 内
閣

法
務
省

庁
名

4丁
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本
鰭

川
生
地
一
年
一
月
一
日
一

現
住
所
一

一
三
一
二
一
○

一
’

三
四
三

〃

四

三
六

四

′'

〃

一
○

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

一
一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

一
二
一
二
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

一

一

八言|宝
一

甲.一

九

－－

四
－…

一

静
岡
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
索
）
に
採
用
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

事

氏出
生
年
月
日
一
昭
和
九
年
三
月
二
六
日

旧
氏
名

項

名

や
ま
ぐ
ち
ゆ
う
す
け

山
口
悠
介

－6－－

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁

法
務
″
省

東
京
高
等
検
察
庁

庁

ノノノ〃 〃

1《II

_L
名

所
一
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法 務 省

五
一 一 〃

五
○ 〃 〃

四
九
四
八 〃

四
七

四
六 〃 〃

昭
和
四
三

年

一 一一 五
▲ 〃 〃 八

一
一
一

〃 八 九 〃 七
一
ハ
月

二
四 七

一
一

五 〃 〃

一

一 ■■

○

二 △

一
一
一
一

〃

_

五▲

マ ー

ニ

九 〃 守 一

二 』■‘

三 一▲

十了
日

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
四
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
四
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
○
月
四
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

沖
縄
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

事
項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ﾉノ 〃
法
務
省

庁
名

2丁

山
口
悠
介
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L 南

．〃 〃

F可

昭
和
五
一

年

l ロ

ﾉノ 〃

レ ー －8

r

二
〃○

｢－－~可

とさ

~-~Jr
全 一

一
一

ニ ーー

－1

月

日

び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

ﾛ ロ

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
に
併
任
す
る

一
プ
ン
マ

1

ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
西
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
及

口

国
税
庁

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

r一一可

〃

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
省

事
項

庁
名

3丁

〃

五
七

〃 二

〃

二

五

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃 〃

一
▼

八四

九

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る

法
務
省

一
心

四

ﾉヘ

崖
官
房
参
事
官
に
充
て
る

'〃

五

山

人
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

〃

ュヘ
－■

随必
阜 一

詫寸

張
期
間
は
昭
和
五
一
年
一
一
月
八
日
か
ら
同
年
一
二
月
七
日
ま
で
と
す
る

〃

一
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

〃
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法 務 省
一

〃

〃

一
ハ
ﾆ

ｰ ｰ ｰ

｛
ハ
ー
ニ

Ⅱーロニ

四■ 一一

戸戸

〃

巳

r

〃

〃

一~可F

一
一

計

五
九

一

〃

〃

〃

〃

昭
和
五
八

一
一
一

年

月

一一

一
一
ハ

一
一
ハ

オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
の
各
国
へ
出

オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
の
各
国
へ
出

四四

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

三

○

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
ろ

二

○

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

四

前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

一
一

四

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

一

｛
ハ

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

一
一

一 一

○

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
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検事長の定年退官について（通知）

東京高等検察庁検事長根來泰周は，検察庁法第22条の規定により平

成7年7月30日限り定年退官したので，通知します。

人事記録済法務省 ’




